
いま知っておきたい！憲法のこと――シリーズ（３） 

 
著者に会いたい 著者に聞きたい ―― 

わたくしは 日本国憲法

です。著者〈鈴木 篤〉弁護士と語ろう 
●世界に誇れる「日本国憲法」 ＶＳ 「自民党改正案」 をテーマ

に、憲法問題への関心を市民に広げる活動を長年続けてこられた

弁護士の、鈴木篤さんを迎えて、学び、知り、徹底討論します。 
 

 

■2018 年 9 月 8 日(土)14：00～16：00（開場 13：30） 

■Luz(ラズ)大森 ４F・大集会室 

■ゲスト：鈴木 篤さん／弁護士 

すずき・あつし profile ●1946 年山梨県生まれ。1964 年長野県立長野高校卒業。1968 年

東京大学法学部卒業。1970 年弁護士登録。1974 年江戸川法律事務所開設。地域の平和運動、

組合運動等と連携しつつ、市民のための事務所つくりを進めて現在にいたる。「江戸川憲法読

む会」に拠り学習会や講演会を重ねて、憲法問題への関心を市民に広げる活動を続け、原発

問題では「さようなら原発江戸川連絡会」を結成して、原発に反対する地域の諸団体の連携

強化に努めている。著書に『わたくしは日本国憲法です。』（朗文堂/2014年）がある。 

 

～～参加費：５００円～～ 

主催:いま知っておきたい!憲法のこと☆市民集会実行委員会 
■「いま知っておきたい！憲法のこと☆市民集会実行委員会」は、23区南部を主たるフィー

ルドに、多様な市民・市民団体があつまり、「憲法」をテーマに活動を継続しています。賛同

団体・賛同者を募っています。 

下記連絡先にお問い合わせください。 

TEL090-5824-4801（柳本）TEL090-9000-6556（井上）TEL090-3913-7014（工藤） 



■いま知っておきたい！憲法のこと――シリーズ（３）開催趣旨 
ーー今は、改憲勢力が 3 分の 2 以上の絶対多数を握っている。だが、そうは言っても、まだ

50％を超える人たちが憲法改正に反対していることからすると、そういう国民をたぶらかし

て、改憲賛成に投票させなければならない。それができるのは「自分の任期中になんとして

も憲法改正を成し遂げる」と言い続け、数知れないほどの不祥事が明らかになっても、詭弁、

強弁、すり替えを平然と続けて恥じない「彼」をおいてはいない。そういう日本会議をはじ

めとする改憲勢力の判断があり、本来なら、とっくに与党内からも「安倍降ろし」の風が吹

き荒れるはずの事態なのに、そうした動きを抑え込んでいるためではないか。「憲法改正は遠

のいた」という一部マスコミの観測は、楽天的に過ぎ、こういう事態だからこそ、汚点まみ

れの「彼」にとっては、歴史に名を残す起死回生の手段として憲法改正への執念は、むしろ

一層燃えさかっているとみるべきではないか。 

ところで、「憲法改正」は、憲法の根本原則を踏まえ、根本原則の枠内でしかなし得ない。

すなわち、平和主義、国民主権、基本的人権の３つである。憲法前文の、国民主権は人類普

遍の原理であり、「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」との記載

や、基本的人権は、「侵すことのできない永久の権利」であるとする第 11条や 97条の規定な

どはそのことを端的に示している。平和主義が、根本原則であることは、前文や第 9 条から

明かだ。したがって、根本原則を変えてしまうような「憲法改正」は、憲法 96条の改正手続

規定による発議自体が許されない。根本原則を変えてしまうような「憲法改正」は、改正で

はなく、全く別の原則による、本質的には、革命やクーデターによって、それまでの政権と

は完全に断絶した権力を握った者たちによってなされる新憲法の制定と同視すべきものだか

らです。 

さて、そこで、「彼」が掲げる改正案だ。自民党改正案は、次の４つに絞られている。 

１：９条の２加憲 

２：緊急事態条項新設 

３：合区解消 

４：教育 

いったい、自民党改正案は、憲法改正発議に耐えうるものなのか、１～４の、一つ一つを

しっかり見ていく必要がある。ーー（ブログ弁護士 鈴木篤のつれづれ語りより一部抜粋） 

来る、市民集会「いま知っておきたい！憲法のこと――シリーズ（３）」では、『わたくし

は日本国憲法です。』の著者で弁護士の、鈴木篤さんをゲストに迎え、自民党改正案に埋め込

まれている内実を概説いただき、かつ、改めて、世界に誇る「日本国憲法」の、その価値を

共有する場とします。 

 

■主催：いま知っておきたい！憲法のこと☆市民集会実行委員会 
●賛同：戦争をさせない 1000人委員会東京南部／ZENKO(平和と民主主義をめざす全国交歓会)／大田ネ

ットワーク(おおたジャーナル)／こらぼこのはな／大田・生活者ネットワーク／環境まちづくり NPOエ

コメッセ大田／目黒・生活者ネットワーク／品川総がかり行動実行委員会／さよなら原発品川アクショ

ン／品川・生活者ネットワーク／品川・平和憲法を生かす会／グループ論／平和・環境・人権しながわ

／ママの会＠しながわ／目黒区職員労働組合／(株)ファースト・サークル／完全護憲の会／戸田恵介／

松野信夫／上田英代／加藤しをり／田島伸二(寓話作家)／広吉敦子／工藤春代／室井泰子／井上八重

子／有田美穂子／青木京子／間由巳子／牧野早苗／吉田洋子／吉本洋子／小松原文子／加藤千鶴子／

眞鍋志津子／吉田ゆみこ／田中さやか／柳本悦子／北澤じゅん子／〆野啓子／青木千恵／佐野千代／

荒川月子／山本和恵(順不同) 


